
被
保
険
者
一
人
一
人
が
負
担

シリーズ：変わる医療制度③

の
ま
ま
凍
結
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
対
象
と
な
っ
て
い
る
方
に
は
、

新
し
い
受
給
者
証
を
来
年
３
月
中
に

お
送
り
し
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ
　
役
場
住
民
生
活
課

医
療
給
付
担
当
（
察
　－

３
１
１

８２

１
内
線
１
２
４
）
へ
ど
う
ぞ
。

窓
口
負
担
割
合
は
凍
結
に

　
　
歳
か
ら
　
歳
ま
で
の
前
期
高
齢

７０

７４

者
の
方
で
医
療
機
関
で
の
窓
口
負
担

が
１
割
の
方
は
、
来
年
４
月
か
ら
２

割
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
予
定
で
し
た

が
、
平
成
　
年
３
月
ま
で
１
割
負
担

２１

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料
決
定

各
県
の
広
域
連
合
が
独
自
に
決
定
す

る
も
の
で
、
岩
手
県
広
域
連
合
で
は
、

均
等
割
額
を
３
万
５
８
０
０
円
、
所

得
割
率
を
６
・
　
％
と
定
め
ま
し
た
。

６２

　
な
お
、
世
帯
の
所
得
が
一
定
以
下

の
場
合
は
均
等
割
額
が
７
割
か
ら
２

割
の
範
囲
で
軽
減
さ
れ
ま
す（
下
表
）。

　
た
だ
し
、
被
保
険
者
や
世
帯
員
が

申
告
を
し
て
い
な
い
な
ど
世
帯
の
所

得
が
分
か
ら
な
い
場
合
は
、
保
険
料

の
軽
減
を
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ

り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

被
扶
養
者
も
全
員
が
負
担

　
従
来
の
老
人
保
健
制
度
で
は
、
被

用
者
保
険
（
健
康
保
険
組
合
、
船
員

保
険
、
社
会
保
険
、
共
済
組
合
な
ど
）

の
被
扶
養
者
は
保
険
料
の
負
担
が
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
で
は
被
扶
養
者
の
皆
さ
ん

も
保
険
料
を
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
被
用
者
保
険
の
被
扶
養

者
で
こ
れ
ま
で
保
険
料
を
負
担
し
て

い
な
か
っ
た
方
は
、
被
保
険
者
に

な
っ
て
か
ら
２
年
間
は
均
等
割
額
の

半
分
が
保
険
料
に
な
り
ま
す
。
さ
ら

に
経
過
措
置
と
し
て
、
来
年
４
月
か

ら
９
月
ま
で
は
全
額
が
減
額
と
な
り
、

　
月
か
ら
翌
年
３
月
分
ま
で
は
９
割

１０が
減
額
さ
れ
ま
す
。

納
付
す
る
方
法
は
２
種
類

　
保
険
料
を
納
め
る
方
法
に
は
「
普

通
徴
収
」
と
「
特
別
徴
収
」
が
あ
り

ま
す
。
特
別
徴
収
は
、
年
額
　
万
円

１８

以
上
の
年
金
を
受
け
取
っ
て
い
る
方

が
対
象
で
、
来
年
４
月
分
の
年
金
か

ら
保
険
料
の
天
引
き
が
開
始
さ
れ
ま

す
。
ま
た
、
普
通
徴
収
は
保
険
料
と

介
護
保
険
料
を
合
わ
せ
た
額
が
年
金

の
半
分
を
超
え
る
方
が
対
象
と
な
り
、

町
が
発
行
す
る
納
付
書
で
納
め
て
い

た
だ
き
ま
す
。
普
通
徴
収
は
、
来
年

７
月
か
ら
実
施
さ
れ
ま
す
。

　
　
月
　
日
に
県
後
期
高

１１

１９

齢
者
医
療
広
域
連
合
議
会

が
開
催
さ
れ
、
来
年
４
月

か
ら
始
ま
る
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
の
保
険
料
が
決

ま
り
ま
し
た
。

保
険
料
は
均
等
割

所
得
割
の
合
計
額

　
保
険
料
は
、
被
保
険
者

全
員
が
人
数
割
り
で
負
担

す
る
「
均
等
割
額
」
と
被

保
険
者
の
所
得
に
応
じ
て

負
担
す
る「
所
得
割
額（
所

得
×
所
得
割
率
）」の
合
計

額
で
計
算
さ
れ
ま
す
。
均

等
割
額
と
所
得
割
率
は
、

軽減割合世帯の総所得金額

７割基礎控除額（３３万円）を超えない世帯

５割２４.５万円×世帯の人数（本人除く）＋３３万円を超えない世帯

２割３５万円×世帯の人数（本人除く）＋３３万円を超えない世帯

軽減割合所　得収　入世 帯 構 成

７割
４８０,０００１,６８０,０００世帯主（７５歳）

００１,２００,０００妻（７５歳）

４８０,０００２,８８０,０００合　計

諮世帯主の保険料

　所得割額　（所得４８０,０００円－基礎控除３３０,０００円）×６.６２％＝９,９３０円

　均等割額　３５,８００円－（３５,８００円×７０％）＝１０,７４０円

　保険料年額　９,９３０円＋１０,７４０円≒２０,６００円（１００円未満切り捨て）

諮妻の保険料

　所得割額　（所得０円－基礎控除３３０,０００円）×６.６２％＝０円

　均等割額　３５,８００円－（３５,８００円×７０％）＝１０,７４０円

　保険料年額　０円＋１０,７４０円≒１０,７００円（１００円未満切り捨て）

◆保険料計算例（夫婦２人、年金収入のみの世帯の場合）

◆保険料（均等割額）軽減の対象と割合

【１２】

１１月１３日に行われた介護予防山田教１１月１３日に行われた介護予防山田教室室


